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規 則

�愛媛県規則第６号
児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（児童養護施設等措置児童等用）

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（児童養護施設等措置児童等用）
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則別表第１の規定は、令和５年４月分以後の徴収額について適用し、同年３月分以

前の徴収額については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第７号
愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則

愛媛県中小企業高度化資金貸付規則（昭和３１年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

備考

１～８ 省略

９ � 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が

次のいずれかに該当するときは、行わないものとす

る。ただし、アに該当する場合であつても、真にや

むを得ない特別の理由があり、かつ、市町村民税所

得割の額が１９，０００円以下であるときは、この限りで

ない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及

びＢ階層である場合を除いて、その妊産婦が社会

保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社

会保険において出産育児一時金等の出産に関する

給付を受けることができる額（医学的管理の下に

おける出産について、特定出産事故に係る事故が

発生した場合において、出生者の養育に係る経済

的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する

費用の支出に備えるための保険契約（出生者等に

対し、総額３，０００万円以上の補償金を支払う契約

に限る。）が締結されており、かつ、特定出産事

故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適

正かつ確実な実施のための措置を講じているとき

に、その保険料相当額として支払われる額を除

く。以下「出産一時金」という。）が、４８８，０００

円以上であるとき。

� 省略

１０ 省略

備考

１～８ 省略

９ � 法第２２条に規定する助産の実施は、その妊産婦が

次のいずれかに該当するときは、行わないものとす

る。ただし、アに該当する場合であつても、真にや

むを得ない特別の理由があり、かつ、市町村民税所

得割の額が１９，０００円以下であるときは、この限りで

ない。

ア 省略

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ階層及

びＢ階層である場合を除いて、その妊産婦が社会

保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社

会保険において出産育児一時金等の出産に関する

給付を受けることができる額（医学的管理の下に

おける出産について、特定出産事故に係る事故が

発生した場合において、出生者の養育に係る経済

的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する

費用の支出に備えるための保険契約（出生者等に

対し、総額３，０００万円以上の補償金を支払う契約

に限る。）が締結されており、かつ、特定出産事

故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適

正かつ確実な実施のための措置を講じているとき

に、その保険料相当額として支払われる額を除

く。以下「出産一時金」という。）が、４０８，０００

円以上であるとき。

� 省略

１０ 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（貸付金の限度等の特例）

４ 一の借主に対して貸し付ける貸付金の金額は、当該貸付金（令

和９年３月３１日までに貸付決定されるものに限る。）に係る債権

の保全が金融機関による貸付金に係る債務の保証によるものであ

る場合にあつては、別表第２貸付金の金額の欄、別表第３貸付金

の金額の欄及び別表第４貸付金の金額の欄の規定にかかわらず、

整備資金の１００分の９０以内とする。

５ 貸付金の利率は、当該貸付金（令和９年３月３１日までに貸付決

附 則

（貸付金の限度等の特例）

４ 一の借主に対して貸し付ける貸付金の金額は、当該貸付金（令

和６年３月３１日までに貸付決定されるものに限る。）に係る債権

の保全が金融機関による貸付金に係る債務の保証によるものであ

る場合にあつては、別表第２貸付金の金額の欄、別表第３貸付金

の金額の欄及び別表第４貸付金の金額の欄の規定にかかわらず、

整備資金の１００分の９０以内とする。

５ 貸付金の利率は、当該貸付金（令和６年３月３１日までに貸付決
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�愛媛県告示第２０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年３月２２日

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第２０４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第２０５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

定されるものに限る。）に係る債権の保全が金融機関による貸付

金に係る債務の保証のみによるものである場合にあつては、別表

第２利率の欄及び別表第４利率の欄中「０．６０パーセント」とある

のは、「０．６０パーセント以内」とする。

定されるものに限る。）に係る債権の保全が金融機関による貸付

金に係る債務の保証のみによるものである場合にあつては、別表

第２利率の欄及び別表第４利率の欄中「０．６０パーセント」とある

のは、「０．６０パーセント以内」とする。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町５丁目１
番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社伊予鉄�島
屋
ほか４者

株式会社伊予鉄�島
屋
ほか５者

令和６年
２月２８日

令和６年
２月２９日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外 駐車場の位置及び収容台数 ４１８台

（５箇所）
３８５台
（４箇所）

令和６年
４月１日

令和６年
３月５日

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ６箇所 ４箇所

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

おかだ歯科クリニック 伊予郡松前町大字上高柳
２２６番地６ 令和６年１月１日

中 野 医 院 八幡浜市五反田一番耕地
３６番地２ 令和６年１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
あこみ薬局北方店

東温市北方３２０６番地３ 令和６年１月１５日
（変更前）
あいら薬局
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愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事

業者）から居宅介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２１１号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和５２年１１月愛媛県告

示第１１９１号）の一部を次のように改正する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

中 浦 診 療 所 南宇和郡愛南町中浦１５５４
番地 令和５年１２月２８日

行 元 歯 科 医 院 西条市三芳１２３５番地 令和５年１２月３０日

医 療 法 人 二 宮 医 院 八幡浜市保内町宮内１番
耕地９２番地１ 令和５年１２月３１日

おかだ歯科クリニック 伊予郡松前町上高柳２２６
－６ 令和５年１２月３１日

中 野 医 院 八幡浜市五反田１番耕地
３６－２ 令和５年１２月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人 ＫＵＭＡＹＡ
ＭＡ ＳＴＯＲＩＥＳ

上浮穴郡�万高原町上野尻甲
５６５番地

訪問看護ステーション コミ
ュニティナースｉｎ愛媛

伊予郡砥部町大南１９１番地山
田ハイツ１０２号室 令和６年１月１日

株式会社ゆずの会 新居浜市坂井町一丁目９番１０
号 訪問看護ステーション 葵 新居浜市坂井町一丁目９番１０

号 令和６年１月２４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人友松外科・胃腸科 宇和島市鶴島町６番２７号 友愛 宇和島市鶴島町６番２７号 令和５年１２月３１日

改 正 後 改 正 前

海岸名 市町
主管

省

管理

者
区 域 海岸名 市町村

主管

省

管理

者
区 域

楠河西 西条市 農林

水産

省

愛媛

県知

事

基点２から基点１４までを順

次結んだ線並びに基点１４、補

助 点５、補 助 点４、補 助 点

３、補助点２、補助点１及び

基点２を順次結んだ線により

囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角

度の表示は、真北）

楠河西 東予市 農林

水産

省

愛媛

県知

事

１点から１４点までを順次結

んだ線及び１４点と１点を結ん

だ線により囲まれた区域

基点Ａは、東予市河原津１１１

番地の標柱

１点は、基点Ａから１６５度７

メートルの地点

２点は、１点から５８度３０分



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１５４

基点１は、西条市河原津甲

１１９７番地先の標柱

基点２は、基点１から１８度

３５分２．５メートルの地点

基点３は、基点２から１４３度

１４分２９．７メートルの地点

基点４は、基点３から５６度

５８分３２９．０メートルの地点

基点５は、基点４から６１度

５８分１７．０メートルの地点

基点６は、基点５から５７度

４８分３５．０メートルの地点

基点７は、基点６から１０４度

２８分３１．０メートルの地点

基点８は、基点７から１４４度

７分４５．１メートルの地点

基点９は、基点８から２３２度

５７分３１．５メートルの地点

基点１０は、基点９から１４２度

５７分２６．６メートルの地点

基点１１は、基点１０から２２９度

１分５１．８メートルの地点

基点１２は、基点１１から１４５度

５６分１２．０メートルの地点

基点１３は、基点１２から５２度

２３分８３．２メートルの地点

基点１４は、基点１３から１４３度

５８分６２．５メートルの地点

補助点５は、基点１４から５４

度８分１３９．０メートルの地点

補助点４は、基点６から３５２

度３５分３１５．１メートルの地点

補助点３は、基点６から３２６

度２５分２７７．３メートルの地点

補助点２は、基点６から３０６

度１６分８４．６メートルの地点

補助点１は、基点２から１１

度８分６７．４メートルの地点

基点１５から基点２２までを順

次結んだ線並びに基点２２、補

助 点１１、補 助 点１０、補 助 点

９、補助点８、補助点７、補

助点６及び基点１５を順次結ん

だ線により囲まれた区域

基点１５は、基点１４から１４４度

５７分３９６．８メートルの地点

基点１６は、基点１５から１２０度

１３分２６．０メートルの地点

基点１７は、基点１６から１４３度

３分２１６．０メートルの地点

基点１８は、基点１７から１８５度

４３分９８．０メートルの地点

基点１９は、基点１８から２３３度

５２メートルの地点

３点は、２点から６０度３０分

３７９メートルの地点

４点は、３点から６９度１０分

８０メートルの地点

５点は、４点から８９度２０分

５１メートルの地点

６点は、５点から８９度２０分

２３１メートルの地点

７点は、６点から３３０度５０８

メートルの地点

８点は、７点から２４０度２０分

１４８メートルの地点

９点は、８点から１２７度５０分

２６メートルの地点

１０点は、９点から１５０度２０分

２１６メートルの地点

１１点は、１０点から１９３度９８メ

ートルの地点

１２点は、１１点から２４０度４０分

４５７メートルの地点

１３点は、１２点から１５２度３０分

２８メートルの地点

１４点は、１３点から２４０度３０分

８３メートルの地点

１５点から２６点までを順次結

んだ線及び２６点と１５点を結ん

だ線により囲まれた区域

基点Ｂは、東予市河原津２７１

番地の７の標柱

１５点は、基点Ｂから９９度１７

メートルの地点

１６点は、１５点から６２度３０分

３２９メートルの地点

１７点は、１６点から６７度３０分

１７メートルの地点

１８点は、１７点から６３度２０分

３５メートルの地点

１９点は、１８点から１１０度３１メ

ートルの地点

２０点は、１９点から１４９度３０分

１４９メートルの地点

２１点は、２０点から５９度４０分

１３９メートルの地点

２２点は、２１点から３２８度３０分

４５０メートルの地点

２３点は、２２点から２３９度４０分

１３９メートルの地点

２４点は、２３点から１６０度２０分

２００メートルの地点

２５点は、２４点から２４２度４０分

３０６メートルの地点

２６点は、２５点から１９３度６８メ



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１５５

�������
�愛媛県告示第２１２号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症等の検査を次のとおり実施

する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

ヨーネ病、伝達性海綿状脳症等の発生の状況及び動向を把握し、

その発生を予防するため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並びに実施

する区域

� 牛のヨーネ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

東温市、伊予市、伊予郡、

上浮穴郡、大洲市、喜多

郡、八幡浜市、西宇和郡、

北宇和郡

２ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している肉用雌牛

大洲市、喜多郡、八幡浜

市、西宇和郡、西予市

（城川町に限る）、宇和

島市、北宇和郡

３ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

４ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の伝達性海綿状脳症

実施の対象となる牛の死体の範囲 実施する区域

死亡した牛の死体のうち、牛海綿状脳症

対策特別措置法第６条第１項に基づく届出

の対象となるもの。ただし、同法同条第２

項ただし書きに該当するものを除く。

県下一円

� 知事の指定するその他の疾病

実施の対象となる家畜又は
その死体の範囲 実施する区域

知事の指定する家畜 県下一円

３ 実施の期日

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

� ヨーネ病、伝達性海綿状脳症

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）

に定める方法

� 知事の指定するその他の疾病

知事の指定する方法

�������
�愛媛県告示第２１３号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、流行性脳炎の発生予防のための注射を次のとおり実施す

る。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の対象となる豚の範囲及び実施する区域

２３分４６４．０メートルの地点

基点２０は、基点１９から１４５度

１２分２８．０メートルの地点

基点２１は、基点２０から２３３度

１４分８３．５メートルの地点

基点２２は、基点２１から１４５度

３分２２．５メートルの地点

補助点１１は、基点２０から２００

度３６分３８．３メートルの地点

補助点１０は、基点１８から２１１

度２４分１２７．４メートルの地点

補助点９は、基点１８から１７６

度３８分７１．１メートルの地点

補助点８は、基点１８から１３９

度２８分８４．１メートルの地点

補助点７は、基点１８から９６

度２６分２８５．３メートルの地点

補助点６は、基点１５から５３

度３分１４８．０メートルの地点

ートルの地点
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実施の対象となる豚の範囲 実施する区域

知事の指定する豚 県下一円

２ 実施の期日

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�������
�愛媛県告示第２１４号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、豚熱の発生予防のための注射を次のとおり実施する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の対象となる豚及びいのししの範囲並びに実施する区域

実施の対象となる豚及びいのししの範囲 実施する区域

所轄の家畜保健衛生所長が必要と認める

豚及びいのしし
県下一円

２ 実施の期日

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�������
�愛媛県告示第２１５号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丹原町関屋乙９９の４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町関屋乙９９の４（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２１６号
加入区の設定（漁獲共済）（平成１４年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２１７号
加入区の設定（特定養殖共済）（令和２年３月愛媛県告示第２６７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

区 域 区 分 区 域 区 分

１～３２ 省略 １～３２ 省略

３３ 三崎区域（愛媛県漁業協同組合の地区のう

ち、旧三崎漁業協同組合の地区）

省略 ３３ 三崎区域（三崎漁業協同組合

の地区）

省略

３４～４５ 省略 ３４～４５ 省略

改 正 後 改 正 前

わかめ養殖業 わかめ養殖業

加入区の名称 区 域 加入区の名称 区 域



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１５７

��������������

��������������

�愛媛県告示第２１８号
加入区の設定（特定養殖共済）（令和２年３月愛媛県告示第２６９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２１９号
愛媛県管理港湾区域（昭和３０年５月愛媛県告示第３６１号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。

令和６年３月２２日

東予港及び松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

三崎加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧三崎

漁業協同組合の地区

三崎加入区 三崎漁業協同組合

の地区

省略 省略

改 正 後 改 正 前

ほたて貝等養殖業（ひおうぎ貝養殖業） ほたて貝等養殖業（ひおうぎ貝養殖業）

加入区の名称 区 域 加入区の名称 区 域

省略 省略

三崎加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧三崎

漁業協同組合の地区

三崎加入区 三崎漁業協同組合

の地区

省略 省略

改 正 後 改 正 前

港名 港湾区域 港名 港湾区域

省略 省略

東予

港

大崎鼻（北緯３３度５８分４４秒、東経１３３度４分５秒）から

２０度５，５００メートルの地点まで引いた線、同地点から

１０５度２０分１６，３１２メートルの地点まで引いた線、同地点

から御代島三角点（北緯３３度５８分２２秒、東経１３３度１５分

３２秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並び

に加茂川古川橋、中山川新兵衛橋各下流の河川水面、

境川、大曲川、崩口川、一ツ橋川、広江川各最下流ひ

門下流の河川水面及び堀川船だまり水面。ただし、漁

港及び漁場の整備等に関する法律（昭和２５年法律第１３７

号）の規定により指定された河原津漁港の区域を除

く。

東予

港

大崎鼻（北緯３３度５８分４４秒、東経１３３度４分５秒）から

２０度５，５００メートルの地点まで引いた線、同地点から

１０５度２０分１６，３１２メートルの地点まで引いた線、同地点

から御代島三角点（北緯３３度５８分２２秒、東経１３３度１５分

３２秒）まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並び

に加茂川古川橋、中山川新兵衛橋各下流の河川水面、

境川、大曲川、崩口川、一ツ橋川、広江川各最下流ひ

門下流の河川水面及び堀川船だまり水面。ただし、漁

港漁場整備法 （昭和２５年法律第１３７

号）の規定により指定された河原津漁港の区域を除

く。

省略 省略

松山

港

松山市堀江町花見川河口左岸護岸突端（北緯３３度５４分

２秒、東経１３２度４４分３０秒）から大ノ頭島（島頂）を 経

て、同市興居島神崎鼻先端まで引いた線、同市西垣生

町重信川河口右岸堤防基部（北緯３３度４８分１２秒、東経

松山

港

松山市堀江町花見川河口左岸護岸突端（北緯３３度５４分

２秒、東経１３２度４４分３０秒）から大ノ頭島（島頂）を 経

て、同市興居島神崎鼻先端まで引いた線、同市西垣生

町重信川河口右岸堤防基部（北緯３３度４８分１２秒、東経
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�愛媛県告示第２２０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、新居浜都市計画汚物処理場

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画ごみ焼却場

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画駐車場の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業松山公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３３年１０月１５日から

令和９年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業今治公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和２７年４月２日から

令和１２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２２５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業大西公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１４年７月１６日から

令和１２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２２６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画下水道事業北部公共下水道（今治市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和６１年１２月２６日から

令和１２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、新居浜都市計画下水道事業新居浜公共下水道（新居浜市施行）

１３２度４１分３４秒）から２７０度８００メートルの点を経て、同

市興居島黒崎鼻の先端まで引いた線及び陸岸により囲

まれた海面。ただし、漁港及び漁場の整備等に関する

法律によつて指定された高浜漁港、今出漁港及び泊漁

港の区域を除く。

１３２度４１分３４秒）から２７０度８００メートルの点を経て、同

市興居島黒崎鼻の先端まで引いた線及び陸岸により囲

まれた海面。ただし、漁港漁場整備法

によつて指定された高浜漁港、今出漁港及び泊漁

港の区域を除く。
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の事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３５年３月９日から

令和１２年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

菊本町二丁目から港町までの区間内及び垣生三丁目地内

�������
�愛媛県告示第２２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西条都市計画下水道事業西条公共下水道（西条市施行）の事業

計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５０年１月１０日から

令和１３年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第２２９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、西条都市計画下水道事業東予・丹原公共下水道（西条市施行）

の事業計画の変更を次のように認可した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和５８年７月２６日から

令和１３年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

�愛媛県告示第２３０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
３１号
の１

宇和島市和霊元町４丁目１番５号 指定金融機関
伊予銀行和霊町支店

宇和島市和霊元町４丁目１番５号 令和６年３月２９日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

岩城
第１
号

越智郡上島町岩城１５２８ 越智今治農業協同組合岩城支店 売りさばき人氏名又は名称
越智今治農業協同組合岩城支店

売りさばき人氏名又は名称
越智今治農業協同組合岩城支所

令和６年
２月２２日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３）第４５５５号 令和４年
３月９日 ㈱四国地盤 真鍋 勝彦 新居浜市磯浦町１８－２ 令和６年

２月２２日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）
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�愛媛県告示第２３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線

四国中央市土居町天満１８１２番２地先から

同町天満１８０６番１地先まで
旧 １０．４～１０．５ ０．０４５

四国中央市土居町天満１８１２番２地先から

同町天満１８０６番２まで
新 １２．５～１９．３ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新瀬川４番から

同町新瀬川４番まで
令和６年３月２２日

〃 壬生川新居浜野田線
四国中央市土居町天満１８１２番２地先から

同町天満１８０６番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 北条玉川線

今治市玉川町葛谷字コロケ谷乙１１９番６地先から

同市玉川町葛谷字長ソ乙１１３番１０地先まで
旧 ４．８～５．４ ０．００６

今治市玉川町葛谷字コロケ谷乙１１９番６地先から

同市玉川町葛谷字長ソ乙１１３番１０地先まで
新 １４．８～１５．０ ０．００６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線

今治市上徳字大道上乙１１０番１地先から

同字乙１０９番１２地先まで
旧 ８．４～１３．６ ０．０４２

今治市上徳字大道上乙１１０番１から

同字乙１０９番１２まで
新 １８．５～３０．４ ０．０４２



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１６１

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第２３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 北条玉川線
今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０番２６から

同市玉川町葛谷字長ソ乙１１３番１０まで
令和６年３月２２日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－４）第１７９８４号 令和４年
８月１８日 �皆栄建設 砂川 直樹 松山市西石井４－３－１ 令和６年

２月２日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１）第１５７０２号 令和２年
２月１４日 丹生谷建設 丹生谷雅史 松山市古川北２－１２－１５ 令和６年

２月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－３）第１３５７８号 令和３年
１１月１９日 �城戸建設 城戸 時寛 松山市東野４－８－２５ 令和６年

２月１４日
土木工事業
建築工事業
大工工事業

建設業の廃止

（般－４）第１７９３８号 令和４年
６月１９日 青空建装� 織田 能行 東温市横河原１３１６－１１ 令和６年

２月２２日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－３）第１６９４９号 令和３年
１２月２６日 �デンカシンキ 木村 賢太 松山市南吉田町３０－１ 令和６年

２月２６日

建築工事業、大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内乙１６２０番１２７地先から

同市河之内乙１６２０番１３０地先まで
令和６年３月２２日
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公安委員会規則

�愛媛県告示第２４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年３月２２日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第２４２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年３月２２日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第２４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第２号
特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月２２日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

特例施設占有者の指定等に関する規則（平成１９年愛媛県公安委員会規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３５号

令和６年３月１２日
伊予郡松前町大字西古泉字玉垣５４７番４

伊予郡松前町大字西古泉４７８番地１

梶 野 翔

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第３６号

令和６年３月１３日
東温市田窪字水木１６２５番５、１６２５番６

東温市田窪１６２５番地３

長 谷 川 豊 子

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町北表甲７３１番２から

同町北表甲７３２番２まで
令和６年３月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘字惣別當庚１２２番３から

同字庚１１６番６まで
令和６年３月２２日

改 正 後 改 正 前

（特例施設占有者の指定）

第２条 省略

２ 省略

（特例施設占有者の指定）

第２条 省略

２ 省略



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１６３

３ 規則第２８条第４項の規定による公示は、特例施設占有者指定公

示書（様式第３号）を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、

インターネットを利用することにより、これを行うものとする。

（指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更）

第３条 規則第２９条第２項の規定による公示は、特例施設占有者変

更事項公示書（様式第４号）を公安委員会の掲示板に掲示すると

ともに、インターネットを利用することにより、これを行うもの

とする。

（指定の取消し）

第４条 省略

２ 省略

３ 規則第３０条第２項の規定による公示は、特例施設占有者指定取

消公示書（様式第６号）を公安委員会の掲示板に掲示するととも

に、インターネットを利用することにより、これを行うものとす

る。

様式第２号（第２条関係）

省略

別紙

３ 規則第２８条第４項の規定による公示は、特例施設占有者指定公

示書（様式第３号）を公安委員会の掲示板に掲示して

行うものとする。

（指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更）

第３条 規則第２９条第２項の規定による公示は、特例施設占有者変

更事項公示書（様式第４号）を公安委員会の掲示板に掲示して

行うもの

とする。

（指定の取消し）

第４条 省略

２ 省略

３ 規則第３０条第２項の規定による公示は、特例施設占有者指定取

消公示書（様式第６号）を公安委員会の掲示板に掲示して

行うものとす

る。

様式第２号（第２条関係）

省略

教示文

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、愛媛県公安委員会

に対して審査請求をすることができますが、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求はできな

くなります。また、この処分の取消しの訴え（取消訴訟）

は、この処分（審査請求をした場合には、その裁決）があっ

たことを知った日から６か月以内に、愛媛県を被告として提

起することができます（訴訟において愛媛県を代表する者は

愛媛県公安委員会となります。）が、この処分（審査請求を

した場合には、その裁決）の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

正当な理由があるときは、この限りではありません。

様式第５号（第４条関係）

省略

別紙

様式第５号（第４条関係）

省略

教示文

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、愛媛県公安委員会

に対して審査請求をすることができますが、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求はできな

くなります。また、この処分の取消しの訴え（取消訴訟）

は、この処分（審査請求をした場合には、その裁決）があっ

たことを知った日から６か月以内に、愛媛県を被告として提

起することができます（訴訟において愛媛県を代表する者は

愛媛県公安委員会となります。）が、この処分（審査請求を

した場合には、その裁決）の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

正当な理由があるときは、この限りではありません。

様式第７号（第５条関係） 様式第７号（第５条関係）

省略 省略

別紙

教示文

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知



愛 媛 県 報令和６年３月２２日 第４９４号

１６４

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

った日の翌日から起算して３か月以内に、愛媛県公安委員会

に対して審査請求をすることができますが、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求はできな

くなります。また、この処分の取消しの訴え（取消訴訟）

は、この処分（審査請求をした場合には、その裁決）があっ

たことを知った日から６か月以内に、愛媛県を被告として提

起することができます（訴訟において愛媛県を代表する者は

愛媛県公安委員会となります。）が、この処分（審査請求を

した場合には、その裁決）の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

正当な理由があるときは、この限りではありません。

様式第８号（第６条関係） 様式第８号（第６条関係）

省略 省略

別紙

教示文

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、愛媛県公安委員会

に対して審査請求をすることができますが、この処分があっ

た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求はできな

くなります。また、この処分の取消しの訴え（取消訴訟）

は、この処分（審査請求をした場合には、その裁決）があっ

たことを知った日から６か月以内に、愛媛県を被告として提

起することができます（訴訟において愛媛県を代表する者は

愛媛県公安委員会となります。）が、この処分（審査請求を

した場合には、その裁決）の日から１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

正当な理由があるときは、この限りではありません。

令和６年３月２２日 発行


